
この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体。

運営員を指す。（定款第６条第１項）

この団体の目的に賛同し、活動を支援するために

入会した個人及び団体。（定款第６条第２項）

主に生徒を指す。

賛同員

スポーツボランティア団体磐田ジュニア陸上クラブ
組織図

代表 監事

賛助正員


